
 

1 

令和 3 年 2 月熊本県国民健康保険団体連合会理事会議事録 

 

1 開催日時及び場所 令和 3年 2月 9日（火）熊本県市町村自治会館本館 2階講堂 

 

2 出席理事 別添出席者名簿参照 

 

3 議題 

【報告事項】 

第1号 令和2年度本会一般会計歳入歳出予算の補正について 

第2号 本会規則の一部改正について 

【議決事項】 

第1号 本会規則の制定について 

第2号 本会規則の一部改正について 

第3号 令和2年度本会財産（積立資産等）の処分について 

第4号 令和2年度本会一般会計及び特別会計予算の補正について 

第5号 令和3年度本会業務計画について 

第6号 令和3年度本会一般会計予算について 

第7号 令和3年度本会国民健康保険関係事業特別会計（業務勘定）予算について 

第8号 令和3年度本会国民健康保険関係事業特別会計（国民健康保険支払勘定）予算につい

て 

第9号 令和3年度本会国民健康保険関係事業特別会計（抗体検査等費用に関する支払勘定）

予算について 

第10号 令和3年度本会後期高齢者医療関係事業特別会計（業務勘定）予算について 

第11号 令和3年度本会後期高齢者医療関係事業特別会計（後期高齢者医療支払勘定）予算

について 

第12号 令和3年度本会介護保険関係事業特別会計（業務勘定）予算について 

第13号 令和3年度本会介護保険関係事業特別会計（介護保険支払勘定）予算について 

第14号 令和3年度本会障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）予算について 

第15号 令和3年度本会障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害者総合支援支払勘定）

予算について 

第16号 令和3年度本会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計予算について 

第17号 本会通常総会の開催について 

その他 本会事務局長の任免同意について 

【その他報告】 

Ⅰ 民事訴訟の応訴について 

Ⅱ 国保総合システムの次期更改について 
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4 議事の経過及び結果の概要 

開会 

本会規約第 31条第 1項の規定に基づき、令和 3年 2月熊本県国民健康保険団体連合会理事

会を開会したところ、理事 13 名中 9 名の出席があったため、本会規約第 33 条第 1 項の規定

により本理事会が有効に成立。 

 

開会挨拶（大西理事長） 

 

議長選出 

本会規約第31条第1項の規定に基づき、大西理事長が選出された。 

 

議事録署名者指名 

国保連合会規約第34条の規定により、玉東町の前田理事及び益城町の西村理事が指名され

た。 

 

報告事項（第 1号） 

 令和 2 年度熊本県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算の補正について、本会規

約第 31 条の 2 の規定に基づき､理事の書面表決にて議決を行ったため報告するもの。内容は

以下のとおり。 

・熊本県から受託した新型コロナ緊急包括支援事業を行うため、医療･介護等の従事者に対

する慰労金などの申請受付及び支払事務の委託費に関して一般会計予算を補正したもの。 

 

報告事項（第 2号） 

本会規則の一部改正について、本会規約第 31条第 4項の規定に基づき、理事長の専決処分

で議決されたため報告するもの。内容は以下のとおり。 

・熊本県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規則 

・熊本県国民健康保険団体連合会職員給与規則 

 

議決事項（議案第 1号） 

本会規則の制定について、事務局から提案説明があった。はり、きゅう及びあん摩マッサー

ジ指圧療養費の制度設計について質問あり。採決の結果、全員異議無く原案通り可決。内容は

以下のとおり。 

・熊本県国民健康保険団体連合会はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査支払

規則 

 

議決事項（議案第 2号） 

熊本県国民健康保険団体連合会規則の一部改正について事務局から提案説明があり、採決

の結果、全員異議なく原案通り可決。内容は以下のとおり。 
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・熊本県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部を改正する規則 

・職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

・熊本県国民健康保険団体連合会財務会計規則の一部を改正する規則 

・熊本県国民健康保険団体連合会手数料等徴収規則の一部を改正する規則 

・熊本県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則の一部を改正する規

則 

・熊本県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理事業規則の一部を改正する規則 

 

議決事項（議案第3号） 

令和2年度熊本県国民健康保険団体連合会財産（積立資産等）の処分について事務局から

提案説明があり、採決の結果、全員異議なく原案通り可決。 

 

議決事項（議案第4号） 

令和2年度熊本県国民健康保険団体連合会一般会計及び特別会計予算の補正について事務

局から提案説明があり、採決の結果、全員異議無く原案通り可決。内容は以下のとおり。 

・債務負担行為の追加に伴う補正（各業務勘定） 

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業開始に伴う補正（国保業務勘定） 

 

議決事項（議案第5号～第16号） 

令和3年度の業務計画及び一般会計ほか5つの特別会計の予算について、関連議案というこ

とで、一括して事務局から提案説明があった。マイナンバーの普及率及び新型コロナウイル

スによる受診率への影響についての質問あり。採決の結果、全員異議なく原案通り可決。 

 

議決事項（議案第17号） 

熊本県国民健康保険団体連合会通常総会の開催について、事務局から提案説明があり、採

決の結果、全員異議なく原案通り可決。 

 

その他議案（事務局長の任免について） 

現在の事務局長が本会事務局長の職を辞することに伴う後任の選任についての提案につい

て規約第30条第3項の規定により理事会の同意を求め、全員一致で同意。 

 

その他報告 

以下の2点について事務局から報告があった。 

・民事訴訟の応訴について 

・国保総合システムの次期更改について 

 

閉会 


